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○

失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
五
十
年
総
理
府
令
第
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
退
職
票
の
交
付
）

（
退
職
票
の
交
付
）

第
三
条

所
属
庁
等
の
長
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
を

第
三
条

所
属
庁
等
の
長
（
各
省
各
庁
の
長
等
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
退
職
し
た
者
が
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

以
下
同
じ
。
）
は
、
退
職
し
た
者
が
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

に
よ
る
退
職
手
当
（
以
下
「
基
本
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
と
い
う
。
）
の
支

退
職
手
当
（
以
下
「
基
本
手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受

給
を
受
け
る
資
格
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
国
家

け
る
資
格
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
国
家
公
務
員

公
務
員
退
職
票
（
以
下
「
退
職
票
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

退
職
票
（
以
下
「
退
職
票
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ら
な
い
。

い
。

（
在
職
票
の
交
付
）

（
在
職
票
の
交
付
）

第
四
条

所
属
庁
等
の
長
は
、
勤
続
期
間
十
二
月
未
満
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施

第
四
条

所
属
庁
等
の
長
は
、
勤
続
期
間
十
二
月
未
満
（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施

行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常

行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常

時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
勤

時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
勤

務
し
た
月
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
ら
な
い
期
間
と
す
る
。
以
下
同

務
し
た
月
が
引
き
続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
ら
な
い
期
間
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
の
者
が
退
職
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
国
家
公
務
員

じ
。
）
の
者
が
退
職
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
国
家
公
務
員

在
職
票
（
以
下
「
在
職
票
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

在
職
票
（
以
下
「
在
職
票
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
施
行
令
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常
時
勤
務
に
服
す

い
。
た
だ
し
、
施
行
令
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
常
時
勤
務
に
服
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
者
の
う
ち
施
行
令
第
九
条
の
九
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
が
退

る
こ
と
を
要
し
な
い
者
の
う
ち
施
行
令
第
九
条
の
五
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
が
退

職
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

職
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
条
の
二

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お

第
六
条
の
二

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者

一

定
員
の
減
少
又
は
組
織
の
改
廃
の
た
め
過
員
又
は
廃
職
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り

退
職
し
た
者

二

法
第
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
同
条
第
八
項
第
三
号
に
規

二

勤
務
し
て
い
た
官
署
又
は
事
務
所
の
移
転
に
よ
り
、
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
と

定
す
る
退
職
す
べ
き
期
日
に
退
職
し
た
者

な
つ
た
た
め
退
職
し
た
者

三

（
同
下
）

三

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
失
職
（
同
法
第
三
十
八
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
処
分
を
受
け
た
者

四

（
同
下
）

四

国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
免
職
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

処
分
を
受
け
た
者

五

（
同
下
）

五

公
務
上
の
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
者

六

施
行
令
第
三
条
各
号
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者

六

そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者


